
     

                                       

 

 

                                           

 

 

 

 

住警器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高崎市等広域消防局   

 

毎月１０日は 

ぐんま住警器の日 
 

群馬県では、毎月１０日を「ぐんま住警器の日」に制定しました。 

住宅用火災警報器は、定期的に作動試験をしましょう。 
住宅用火災警報器の取替えの目安は、１０年です。 

出典：一般財団法人 日本火災報知機工業会 

 
 



 

 

 

 

 ・「煙式」の住宅用火災警報器を寝室（ ）に設置してください。 

・２階に寝室がある場合には、階段上（ ）にも設置してください。 

・住宅の階数や間取りにより、設置場所が増えることがあります。 

・自動火災報知設備等が設置してある場合には、住宅用火災警報器の設置は不要となる場合もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 高崎市等広域消防局管内では、台所は設置を推奨する場所となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                  住宅用火災警報器に関するお問合せは、消防局又は消防署へ 

  

 

居室 

住宅用火災警報器はどこに取り付けたらいいの？ 

 

寝室 

寝室 

廊
下 台所（※） 

階段 

 

消防局管内の木造１階建て戸建アパートにおいて、６０歳代の男性が、自宅

に隣接する妹宅で夕食をとっていたところ、自宅から住宅用火災警報器の音が

聞こえたため自宅に戻ると、寝室から煙が出ているのを発見した。エアコンの

配線が燃えていて、室内には煙が充満していた。一緒にいた妹に１１９番通報

を依頼し、本人は台所にあったボールで配線部分に水をかけ、消防隊到着前に

鎮火させることができた。 

住宅用火災警報器を付けていて助かった事例 
 

悪質な訪問販売にも注意してね！ 

消防局予防課   ３２４－２２１４   高崎北消防署  ３６２－１９３５ 

高崎中央消防署  ３２４－２２１８    倉渕分署   ３７８－３１１９ 

 西分署     ３４３－１１９５    箕郷分署   ３７１－３２５０ 

高崎東消防署   ３５２－１２９７    群馬分署   ３７３－２２６２ 

 群南分署    ３５２－１２６２    榛名分署   ３７４－１２８０ 

 新町分署 （0274）４２－３１０５  安中消防署   ３８２－１８１８ 

 南分署     ３８６－３１３５    郷原分署   ３８５－３７５５ 

                     松井田分署  ３９３－１２２１ 

お問合せ先 


	悪質な訪問販売にも注意してね！

